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「下水道管きょ耐震設計指針（案）」は、取手地方広域下水道組合における開削工法及び

小口径管推進工法の実施設計等を行う上で必要となる耐震対策に関する事項について、と

りまとめたものである。 

２０１１年３月１１日、東北地方太平洋沖地震が発生し、多くの自治体等が地震・津波

による未曾有の被害を受けました。現在でも下水道施設が甚大な被害を受けた津波被災地

等では、復旧・復興に向けた懸命な取組みが続けられています。 

これには、既存施設を有効に活用したハード対策や様々なソフト対策との連携等を総合

的に組み合わせた防災・減災を計画的に進めていくことが求められます。特に、今回新た

に盛り込まれた津波対策では、最大クラスの津波に対し、人命を守ることを最優先に最低

限必要な下水道機能を確保することを検討する必要があります。 

取手地方広域下水道組合では、東北地方太平洋沖地震による地震被害を教訓として、既

存施設の段階的かつ早期の耐震化及び新設に対する適切な耐震化が喫緊の課題であること

を踏まえ、社団法人日本下水道協会発行の「下水道施設の耐震対策指針と解説—２０１４

年版—」の改訂に伴い、「下水道管きょ耐震設計指針（案）」を作成することになった。 

「下水道管きょ耐震設計指針（案）」は、取手地方広域下水道組合における管きょ施設の

耐震設計に適用するものである。 

 

令和７年４月 

取手地方広域下水道組合 

 
「下水道管きょ耐震設計指針（案）」の作成に引用した主な文献資料を、以下に示す。 

 

  「下水道施設の耐震対策指針と解説」【2014 年版】 

(社)日本下水道協会 

  「下水道施設計画・設計指針と解説（前編）」【2009 年版】 

(社)日本下水道協会 

  「下水道用設計積算要領－管路施設（開削工法）編－」【201５年版】 

(社)日本下水道協会 

  「下水道推進工法の指針と解説」【2010 年版】 

(社)日本下水道協会 

  「下水道事業の手引」【令和６年版】 

日本水道新聞  
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第1章 総  論 

 

 総  説 

 

 総 説 

下水道は、汚水の排除・処理による公衆衛生の確保・生活環境の保全、雨水の排除による浸水の

防除、汚濁負荷削減による公共用水域の水質保全等、住民の暮らし、安全及び環境を守るとともに

都市活動を支える根幹的社会基盤である。また、下水道は、日常生活における最も基本的な事項を

担うとともに、電気や水道、ガス等と同様に都市機能を支える重要なライフラインである。 

さらに、下水道施設は大規模な地震時に避難所などの生活空間におけるトイレの使用という、生

命活動の最も基本的な事項の一端を担う施設であるとともに、大規模な地震発生時においても、住

民の生活空間での汚水の滞留や未処理下水の流出に伴う水系伝染病の発生を防ぎ、雨水排水機能等

の喪失による甚大な浸水被害の発生も防止することが求められる。 

加えて、下水道管理職員や下水道施設に避難する住民等の人命保護を最優先しながら下水道の有

すべき機能（要求機能）を維持し、被災した場合にも、早期の機能回復を図り、その影響を最小限

に食い止めなければならない。 

「下水道管きょ耐震設計指針（案）」は、下水道の地震対策のうち、主に下水道管きょ施設の構造

面での対策を中心にした耐震対策に関する性能設計の基本を示すものである。 

 

【解説】 

下水道施設は大部分が地下に築造されるため、いったん被害が発生すると、その復旧に長期間を

要する場合が多い。また、下水道は電気や水道、ガス等とともに住民生活や都市活動を支える重要

なライフラインの一つであり、下水道施設が被災して機能が麻痺した場合、トイレ使用の制限や自

粛のお願い、未処理下水の流出による水系伝染病の発生等、住民の生命、健康に関わる公衆衛生上

の問題が懸念される。また、公共用水域の汚染や雨天時の浸水被害等、住民の生活や財産を危険に

さらすおそれがある。 

このようなことから地震の発生時にも下水道施設の要求機能を確保し、あるいは速やかに回復す

ることにより、住民の視点に立って下水道の保持すべき目標を果たすこと（本章 1.2.2 下水道のア

ウトカム目標（保持すべき目標）参照）が求められている。平成 23 年（2011 年）東北地方太平

洋沖地震のような大規模な地震発生時には、施設自体の損傷等のほか、リソースの制約等に伴い長

期間の機能低下のおそれがある。被災時にも一定の下水道機能を確保することは、下水道事業の規

模の大小にかかわらず最重要課題の一つであり、そのために必要な地震対策を早急に実施する必要

がある。 

これまでの下水道施設の耐震設計は、平成 7 年（1995 年）兵庫県南部地震、平成 16 年（2004

年）新潟県中越地震等による被害の分析を加味して改定発刊された「下水道施設の耐震対策指針と
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解説（2006 年版）」に基づき行われてきた。 

また、２０１４年度には「下水道施設の耐震対策指針と解説」及び「下水道の地震対策マニュア

ル」（以下「マニュアル」という）が改定され、その後発生した平成 19 年（2007 年）新潟県中

越沖地震や平成 20 年（2008 年）岩手・宮城内陸地震、さらに東北地方太平洋沖地震等の教訓を

参考とした。特に、東北地方太平洋沖地震では地震直後に発生した大津波により、東北地方を中心

に太平洋沿岸部で下水道施設の壊滅的な被害が発生した。また、関東地方の東京湾沿岸部や内陸低

地等を中心に広域的な周辺地盤の液状化が発生し、管路施設へ土砂等が流入し管路を閉塞したこと

等により流下機能を喪失した。これらの事象によって下水道機能が長期間停止した地域が見られた

ことから、今後は、下水道管理職員や下水道施設に避難する住民等の人命保護を最優先にしながら、

従来の地震対策に加えて、広域的な周辺地盤の液状化も想定した対策や対応が必要となる。特に、

地域特性等に応じた早期の耐震性能の強化が課題となる。耐震波対策の基本は、個々の施設におけ

る構造面での耐震化を図ることにあるため、既存施設については、速やかに耐震診断を実施し、現

状の耐震性能を把握することが重要となる。また、耐震対策の基準に対し性能不適格な施設につい

ては、下水道の機能、施設の管理状況等を踏まえ、耐震対策の優先順位を定め、階段的に要求性能

を向上させる。さらに、改築事業と連携しながら重要施設の耐震化を進めていく必要がある。 

下水道施設の地震対策には、上記のような耐震対策に加え、下水道施設への影響を最小限に抑制

し速やかな復旧を可能とする減災、日常の点検、震後の応急対策等が含まれ、これらが一体となっ

て地震対策を推進する必要がある。本指針（案）はこのうち、主に前者の下水道施設の構造面での

耐震対策に適用するものである。 
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 耐震対策の基本的な考え方 

 
 地震対策の基本的な考え方 

下水道の地震対策は、アウトカム目標を達成するために優先的に有すべき要求機能を設定し、防

災を基本としつつ減災を組み合わせて実施する。 

 
【解説】 

下水道施設については、地震時の揺れや液状化による浸水等に対し、構造物に求められる性能を

満足する施設を構築すれば、計画目標となる地震の発生時にも下水道の果たすべき役割を確保する

ことができる。しかしながら全ての施設に対して診断・評価を行い、要求性能を満足するための対

策を一様に講じることは、物理的、経済的に困難である。 

東北地方太平洋沖地震による災害の教訓を踏まえて、従来の防災中心の地震対策から転換を図り、

要求機能を確保するために減災の観点を含めてハード対策、ソフト対策を組み合わせて総合的に検

討する必要があり、地域全体の地震防災方針との整合を図り、被災時にも下水道の有すべき要求機

能を維持することが重要である。 

なお、下水道の総合的な地震対策の体系や考え方、下水道 BCP 及び BCM に基づく「減災」の

マネジメント、地震対策の進め方等、全体的な体系については、マニュアルに詳述しているのでこ

れを参照する。 

地震対策は、次のような考え方に基づき検討する（図 1.2.1 参照）。 

① 下水道の地震対策は、アウトカム目標を達成するために実施する。 

② 各目標の達成のために、地域や施設等の特性を踏まえた要求機能の優先度を定める。 

③ 設定した要求機能を確保するために、「防災」、「減災」の手段を合理的に組み合わせる。 

④ 既存施設の「耐震性能」は、施設の重要度やリスク対応レベルに応じ、段階的に向上させる

ことも勘案する。 

⑤ 「減災」では「仮設使用や復旧に耐え得る」性能を確保し、併せてこれを補完する対策も講

じる。 

⑥ 早期にアウトカム目標を達成するため、「下水道 BCP」に基づき、合理的、総合的な地震対

策を実施する。 

 
図 1.2.1 総合的な地震対策の検討フロー 

下水道BCP＜⑥＞

【目 的】＜①＞

　（6）公共用水域の水質保全

アウトカム目標の達成
　（1）安全衛生機能
　　  　・避難機能

【要求機能】＜②＞

　（1）人命を守る

　（2）公衆衛生の確保

　（3）浸水の防除

　（4）生活環境の保全

 　（トイレの使用の確保）

（防災と減災を組み合わせる）

　（2）流下機能

【手 段】 【要求性能】

　（５）応急対策活動の確保

　　　　交通確保機能 等

＜③＞防災

＜⑤＞減災

＜④＞

耐震性能を満足

仮設使用や復

旧に耐え得る

性能
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 下水道における要求機能 

地震の発生時における下水道の要求機能には、安全衛生機能・避難機能、流下機能、交通確保機

能等がある。 

 

【解説】 

1） 要求機能 

① 安全衛生機能・避難機能 

地震発生時に、施設内での安全ルートの確保や構造物の補強などにより、人命を守るため

の機能である。 

② 流下機能、交通確保機能 

地震発生時に、マンホールの浮き上がりや管路の被災による道路陥没等を抑制することに

より、流下機能を維持するとともに、車両等の応急対策活動を阻害しないための機能である。 

 

  



 

6 

 

 

 

第 ２ 章 

 

下水道施設の耐震設計 
 



 

7 

 

第2章 下水道施設の耐震設計 

 

 耐震設計の基本方針 

 

 耐震設計の基本方針 

下水道施設の耐震設計にあたっては、地域特性、地盤特性及び施設の特性や規模並びに類似施設

の被害事例を考慮し、個々の下水道施設及び下水道システム全体として必要な耐震性能を有するよ

うに配慮しなければならない。 

 

【解説】 

1995 年兵庫県南部地震の発生により、これまでの下水道施設の耐震設計手法が見直され、

1997 年版指針において耐震設計の基本が整理された。 

その後、2004 年新潟県中越地震や 2007 年新潟県中越沖地震、2011 年東北地方太平洋沖地

震でも大きな地震動が観測された。また、これらの地震では、震度 5 弱以上の余震が繰り返し発生

したことも特徴となっている。しかしながら、地震動により下水道施設の躯体（各部材）が大きく

被害を受けることはなかったことから、従来からの考え方を踏襲し、レベル 2 地震動に用いる設計

地震外力は 1995 年兵庫県南部地震を想定して設定した 1997 年版の設計地震動とした。 

地震による下水道施設の被害原因としては、地盤の液状化やそれに伴う側方流動等の地盤の変状

によるものが多い。2003 年十勝沖地震や 2004 年新潟県中越地震、2007 年新潟県中越沖地震

においては、管路の埋戻し土の液状化によるマンホールの浮上がり等の被害が生じた。さらに、

2011 年東北地方太平洋沖地震では、津波により処理場・ポンプ場の土木・建築施設、機械・電気

設備に壊滅的被害が生じたほか、海浜埋立地等で発生した周辺地盤の液状化により管路施設が土砂

で閉塞する被害やマンホール浮上等の被害が発生し、長期間にわたり下水道施設の機能が停止した。

したがって、これら被害に対する対策を耐震設計の中で考慮する必要がある。 

管路施設の耐震設計は、管路施設と類似の地中構造物の設計手法を準用することとし、応答変位

法を用いることを標準とする。 

なお、対象構造物の特性や地盤状況等に応じ、他の計算方法を採用することができる。 
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 施設の重要度と優先度 

地震対策では、施設の重要度、要求機能の優先度、リスク対応レベルに応じて対策の優先順位を

設定し、計画的かつ着実に実施する。 

 

【解説】 

1） 地震対策における施設の重要度と要求機能の優先度 

地震対策では、下水道施設について施設の重要度を設定し、施設の重要度や要求機能の優先

度に応じて対策の優先順位を設定する。 

地震対策では、下水道施設のうち、重要な施設については、レベル 2 地震動に対してリスク

対応レベルを「リスク回避」と位置付けて対策を講じ、要求機能を確保する必要がある。重要

な施設は、管路施設では「重要な幹線等」とする。 

なお、地震対策ではレベル 2 地震動に対して、「人命を守る」ことを最優先とする。そのた

め、安全衛生機能・避難機能の確保を最優先とし、リスク対応レベルを「リスク回避」として

位置付け、対策を実施する。 

既存の管路施設における地震対策では、被災時の機能喪失による他の施設等への影響度及び

代替機能の有無等を踏まえ、施設の重要度に応じて地震対策の優先順位を設定する。 

既存の管路施設の優先度は、表 1.2.１に示すとおり、「重要な幹線等」のうち、「特に重要な

幹線等」の流下機能・交通確保機能が高く（優先度 A）、次いで、「その他の重要な幹線等」を

位置付け（優先度 B）、レベル 1 及びレベル 2 地震動に対する耐震性能を確保していく。一方、

「その他の管路」については、レベル 1 地震動に対し設計流下能力の確保を目指すが、改築更

新計画等を考慮しつつ順次対策を講じる。 

「重要な幹線等」のうち、「特に重要な幹線等」の位置付けを図 1.2.２に示す。 

 

図２.１.１ 特に重要な幹線等の位置付け 
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「下水道施設の耐震対策指針と解説-２０１４年版-」及び「下水道事業の手引き-令和 6

年版-」を踏まえた【特に重要な幹線等】及び【その他の重要な幹線等】は、次表のとおりで

ある。これを踏まえ、当組合の下水道管路施設の耐震化事業を推進していくこととする。 

 

表２.１.４ 特に重要な幹線等の施設内容 

 

 

表２.１.５ その他の重要な幹線等の施設内容 

   

該当する管路

a） 流域幹線の管路 該当無し

a） 処理場に直結する幹線管路
・県南クリーンセンターまでつながる管きょの
うち、下水道法事業計画で位置付けられた幹線
管きょ

c）

河川・軌道等を横断する管路（水管橋含

む※1）で地震被害によって二次災害を誘
発するおそれのあるもの及び復旧が極め
て困難と予想される幹線管路等

・河川（地形図上で水域表示されている水路）
を横断する管路
・JR各線を横断する管路

d）

被災時に重要な交通機能への障害を及ぼ
すおそれのある緊急輸送路、重要物流道

路及び代替・補完路※2に埋設されている
管路

・地域防災計画で定められている緊急輸送路下
に埋設されている管路
・道路法に基づく重要物流道路・代替補完路の
下に埋設されている管路

e）
相当広範囲の排水区を受け持つ吐き口に
直結する幹線管路

・雨水幹線

f）

地域防災計画に位置付けられた施設（防
災拠点・広域避難場所・避難所・避難施
設）、並びに高齢者・障害者等要配慮者
関連施設、感染症拠点病院、災害拠点病
院、帰宅困難者一時滞在施設からの排水

を受ける管路※3

地域防災計画で位置付けられた、以下の施設の
排水を受ける管路
・防災拠点・防災関連拠点、広域避難場所・避
難所・避難場所
・要配慮者関連施設（福祉避難所）
・災害拠点病院・救急告示医療機関・感染症拠
点病院・救急医療施設

g）
その他、下水を流下収集させる機能面か
ら見てシステムとして重要な管路

・汚水中継ポンプ場、マンホールポンプからの
圧送管

　　記載されている。

※2下水道総合地震対策事業（令和6年版 下水道事業の手引き）において、緊急輸送路、重要物流道路及び

　　代替・補完路に埋設されている管路は事業対象であることが記載されている。

※3下水道総合地震対策事業（令和6年版 下水道事業の手引き）において、高齢者・障害者等要配慮者関連施設、

　　感染症拠点病院、災害拠点病院、帰宅困難者一時滞在施設と終末処理場とを接続する管路は事業対象

　　であることが記載されている。

※1下水道総合地震対策事業（令和6年版 下水道事業の手引き）において、水管橋は事業対象であることが

【特に重要な幹線等の施設内容】

該当する管路

b） ポンプ場に直結する幹線管路
・汚水中継ポンプ場までつながる管きょの
うち、下水道法事業計画で位置付けられた
幹線管きょ

【その他の重要な幹線等の施設内容】



 

10 

 

 



 

11 

 

 



 

12 

 

 



 

13 

 

 



 

14 
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管路施設の耐震設計対策 
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第3章 管路施設の耐震対策 

 

 管路施設の被害想定と耐震対策（案） 

 

 地震時の被害想定内容 

管路施設の耐震対策は、地震時の被害状況を把握した上で適切な対策を講じる必要がある。地震

時における管路施設の被害内容を事前に想定する。 

（1） 管路施設の被害内容 

（2） マンホールの被害内容 

（3） 取付管及びますの被害内容 

 

【解説】 

（1） 管路施設の被害内容について 

 

図 3.1.1 管路の被害イメージ 

 

① たるみ・継手ずれ・脱却・浸入水の被害 

液状化現象が生じると液状化により地盤が泥水（土）状態となり、地盤の沈下及び液状

化した埋戻し土のまわり込みにより管路にたるみが生じ、管路のたるみ等に伴い継手ずれ、

脱却及び浸入水の被害が想定される。 

② 土砂流入 

管路・マンホール・ます・取付管・宅内排水設備の継手損傷部から土砂が流入する被害

が想定される。その結果、土砂による管内の閉塞を引き起こし、下水道管の使用制限の被

害も想定される。 

 

③ 破損・クラック・変形 

液状化により管の継手部の衝突現象、側溝や他の埋設物の干渉により破損、クラック、
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変形の被害が想定される。 

 

図 3.1.2 管路及びマンホールの液状化被害のイメージ 

 

（2） マンホールの被害内容について 

 

図 3.1.3 マンホールの被害イメージ 

 

① マンホールの浮上・沈下 

マンホールの浮上及び沈下の被害は、液状化による噴砂・噴水、厚密現象により生じる

と想定される。 

② マンホールのブロックずれ 

地山の液状化が発生した際に、マンホール頂部はアスファルトに拘束され、底版部は管

路に拘束されているため、中間部がフリーとなり地震動の影響で躯体ずれが生じます。マ

ンホールブロック継目の構造は、昭和５５年以降にブロック同士のオスメス構造及びプレ
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ートや接着剤を施したずれ防止対策が実施されてきました。それ以前のマンホールは、ず

れ防止対策が行われていないため、ブロックずれの可能性があります。 

③ マンホールの土砂流入 

液状化によりマンホールの浮上・沈下及びブロックの継目ずれが生じ、その結果、土砂

の流入が発生することが想定される。また、液状化により、宅内や下水道管の継手ずれや

脱却が生じた土砂流入の発生もマンホール内への土砂流入が想定される。 

 

（3） 取付管及びますの被害内容について 

管路・マンホールと同様に、液状化により継目部の被害が生じ、その結果、土砂流入が発

生することが想定される。 

 

 

図 3.1.4 取付管及びますの被害イメージ   
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 新設管路施設の耐震対策（案） 

管路施設の耐震対策として、被害を出さないために管路、マンホール及び取付管の新設構造物に

対して事前に適切な防災対策を講じることが有効である。 

 

【解説】 

新設の管路、マンホール及び取付管に対する防災対策（案）は以下のメニュー（案）がある。対策

（案）を選定する際は、施設の重要度、現場条件、維持管理への影響等を十分に勘案し、安全かつ

経済性に優れた工法を決定する。 

 

表 3.1.1 防災対策（新設）の耐震対策メニュー（案） 

 
 

  

図 3.1.5 新設管の耐震対策フロー 

 

 

 

【防災対策】（新設）

施設名称 対策メニュー（案） 対策の実施 備　考

マンホールと管きょの接続部の可とう継手 ○ 全ての管路

埋戻し土の液状化対策 ○ 全ての管路

マンホール浮上抑制対策 ○ 特に・その他重要な幹線※

埋戻し土の液状化対策 ○ 全ての管路

下水本管と取付管の接続部の可とう支管 ○ 特に・その他重要な幹線

埋戻し土の液状化対策 ○ 全ての管路

公共桝 桝と取付管の接続部の可とう継手 ○ 特に・その他重要な幹線

※特に重要な幹線等、その他の重要な幹線等の路線のマンホールのうち、液状化の可能性があり、浮上判定を行い必要に応じて対策を講じる。

下水管

マンホール

取付管
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既存管路施設の耐震対策 
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第4章 既存管路施設の耐震対策 

 

 耐震対策（案） 

 

 既存管路施設の耐震対策 

管路施設の耐震対策として、被害を出さないために管路、マンホール、取付管及び公共桝の既設

構造物に対して事前に適切な防災対策を講じることが有効である。 

 

【解説】 

既設の管路、マンホール、取付管及び公共桝に対する防災対策（案）は以下のメニュー（案）が

ある。対策（案）を選定する際は、施設の重要度、現場条件、維持管理への影響等を十分に勘案し、

安全かつ経済性に優れた工法を決定する。 

 

表 4.1.1 防災対策（既設）の耐震対策メニュー（案） 

 

【防災対策】（既設）

施設名称 対策メニュー（案） 対策の実施 備　考

マンホールと管きょの接続部の可とう継手 ○ 特に・その他重要な幹線

埋戻し土の液状化対策 ○ 特に・その他重要な幹線

更生工法 ○ 特に・その他重要な幹線

布設替え ○ 特に・その他重要な幹線

マンホール浮上抑制対策 ○ 特に・その他重要な幹線※

マンホールブロックのずれ対策 ○ 特に・その他重要な幹線

更生工法 ○ 特に・その他重要な幹線

取付管 埋戻し土の液状化対策 ○ 特に・その他重要な幹線

公共桝 桝と取付管の接続部の可とう継手 ○ 特に・その他重要な幹線

※特に重要な幹線等、その他の重要な幹線等の路線のマンホールのうち、液状化の可能性があり、浮上判定を行い必要に応じて対策を講じる。

管路

マンホール
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図 4.1.1 既設管の耐震対策フロー 
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第5章 参考資料 

 

 耐震対策の比較検討 

 

 耐震対策の比較検討 

管路施設の耐震対策（案）の各種工法の比較検討結果を示す。対策工法は、施設の重要度、現場

条件、維持管理への影響等を十分に勘案し、安全かつ経済性に優れた工法を決定する。 

 

【解説】 

次ページに、管路施設の耐震対策（案）の比較検討結果を示す。 
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表 5.1.1 可とう継手の比較検討結果 
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表 5.1.2 可とう支管の比較検討結果 

 


